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庄
内
町
の
介
護
保
険
制
度
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
主
な
あ
ゆ
み

（
単
位
：
円
）

計
画
期
別

第
１
期

第
２
期

第
３
期

第
４
期

第
５
期

第
６
期

第
7
期

第
8
期

第
9
期

（
年
度
）

（
H
1
2
～
H
1
4
）

（
H
1
5
～
H
1
7
）

（
H
1
8
～
H
2
0
）

（
H
2
1
～
H
2
3
）

（
H
2
4
～
H
2
6
）

（
H
2
7
～
H
2
9
）

（
H
3
0
～
R
2
）

（
R
3
～
R
5
）

（
R
6
～
R
8
）

基
準
額
月
額

4
,2
9
0

4
,2
5
0

5
,4
5
0

5
,9
0
0

6
,3
0
0

6
,3
0
0

6
,6
0
0

旧
立
川
町

2
,4
0
0

3
,2
6
5

旧
余
目
町

2
,6
0
0

3
,2
5
0

※
第
1
号
被
保

険
者
負
担
率

1
7
%

1
8
%

1
9
%

2
0
%

2
1
%

2
2
%

2
3
%

2
3
%

2
3
%

町
内
事
業
所

の
動
き

■
H
1
2
.4
月
～
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
山
水
園
・
ソ

ラ
ー
ナ
（
短
期
入
所
併

設
）
、
老
人
保
健
施
設
あ

か
ね
・
徳
洲
苑
（
短
期
入
所

併
設
）
、
山
水
園
指
定
訪

問
介
護
事
業
所
、
介
護
セ

ン
タ
ー
ほ
ほ
え
み
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ひ
ま

わ
り
、
余
目
病
院
（
通
所
リ

ハ
ビ
リ
）
、
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
徳
洲
苑
・
ソ
ラ
ー

ナ
・
山
水
園
・
ほ
ほ
え
み

等
、
介
護
保
険
事
業
所
に

移
行
。

■
H
1
2
.1
2
月
～
あ
か
ね
介

護
セ
ン
タ
ー
開
所
。

■
H
1
6
.9
月
～
福
祉
用
具

貸
与
の
指
定
事
業
者
さ
ふ

ら
ん
余
目
店
開
始
。

■
H
1
8
.4
月
～
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
を
庄
内
町

社
会
福
祉
協
議
会
へ
委

託
。

■
H
1
8
.4
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
1
ユ
ニ
ッ

ト
、
ひ
ま
わ
り
の
丘
2
ユ

ニ
ッ
ト
開
所
。

■
H
2
0
.4
月
～
小
規
模
多

機
能
さ
ん
す
い
、
同
年
5
月

～
小
規
模
多
機
能
ほ
な
み

開
所
。

■
H
1
8
.4
月
～
福
祉
用
具

販
売
の
指
定
事
業
者
さ
ふ

ら
ん
余
目
店
開
始
。

■
H
2
2
.4
月
～
小
規
模
多

機
能
さ
く
ら
余
目
、
同
年
1
0

月
～
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ほ

な
み
家
2
ユ
ニ
ッ
ト
開
所
。

■
H
2
2
.1
1
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
1
ユ
ニ
ッ

ト
増
床
。

■
H
2
6
.4
月
～
地
域
密
着

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

ラ
ル
ー
ナ
3
ユ
ニ
ッ
ト
2
9
床

開
所
（
短
期
入
所
併
設
）
。

■
H
2
5
.7
月
～
庄
内
訪
問

介
護
事
業
所
き
ず
な
開

所
。

■
H
2
8
.4
月
～
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
や
ま
ゆ
り
が
地
域
密
着

型
通
所
介
護
へ
移
行
。

H
2
9
.1
0
月
～
定
員
5
名
増

や
し
利
用
定
員
1
5
名
。

■
H
2
7
.4
月
～
住
宅
型
有

料
老
人
ホ
ー
ム
き
ず
な
開

所
。

■
H
2
8
.4
月
～
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
き
ず
な
が
開

所
す
る
が
H
2
9
.5
月
～
休

止
。

■
H
2
9
.4
月
～
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

開
始
に
よ
る
事
業
所
の
新

規
指
定
。

■
H
3
0
.3
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
（
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
）
が
休
止
。

■
H
3
0
.4
月
～
デ
イ
ホ
ー

ム
や
ま
ゆ
り
（
有
料
）
が
休

止
。

■
R
元
.1
1
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
が
再
開
。

■
R
元
.6
月
末
休
止
し
て
い

た
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

き
ず
な
が
廃
止
。

■
R
元
.9
月
～
庄
内
訪
問

介
護
事
業
所
き
ず
な
が
、

訪
問
介
護
事
業
所
つ
ば
さ

に
変
更
。

■
R
元
.1
0
月
～
ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ
ー
あ
ま
る
め
（
訪

問
介
護
）
が
開
所
。

■
R
2
.3
月
末
山
水
園
指
定

訪
問
介
護
事
業
所
が
廃

止
。

■
R
5
.4
月
～
休
止
し
て
い

た
デ
イ
ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り

（
有
料
）
が
廃
止
。

■
R
6
.3
月
末
、
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
ま
ゆ
り
が
廃
止
。

■
R
6
.4
月
～
山
水
園
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
が
休
止
。

備
考

H
1
7
.7
月
町
村
合
併
。

H
2
3
年
度
末
、
山
形
県
財

政
安
定
化
基
金
か
ら

1
,5
0
0
万
円
借
入
。

■
H
2
5
.4
月
～
地
域
密
着

型
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
指
定
・
指
導
等

が
町
へ
権
限
移
譲
。

■
H
2
7
.4
月
～
地
域
支
援

係
が
新
設
さ
れ
、
包
括
的

支
援
事
業
（
社
会
保
障
充

実
事
業
）
開
始
。

■
H
2
9
.4
月
～
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

開
始
。

■
H
3
0
.4
月
～
市
町
村
特

別
給
付
事
業
創
設
。

■
H
3
0
.4
月
～
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
の
指
定
・
指

導
等
が
町
へ
権
限
移
譲
。

■
R
元
.4
月
～
地
域
支
援

係
の
名
称
を
高
齢
者
支
援

係
に
変
更
。

※
給
付
費
に
占
め
る
負
担
率
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庄
内
町
の
介
護
保
険
制
度
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
主
な
あ
ゆ
み

（
単
位
：
円
）

計
画
期
別

第
１
期

第
２
期

第
３
期

第
４
期

第
５
期

第
６
期

第
7
期

第
8
期

第
9
期

（
年
度
）

（
H
1
2
～
H
1
4
）

（
H
1
5
～
H
1
7
）

（
H
1
8
～
H
2
0
）

（
H
2
1
～
H
2
3
）

（
H
2
4
～
H
2
6
）

（
H
2
7
～
H
2
9
）

（
H
3
0
～
R
2
）

（
R
3
～
R
5
）

（
R
6
～
R
8
）

基
準
額
月
額

4
,2
9
0

4
,2
5
0

5
,4
5
0

5
,9
0
0

6
,3
0
0

6
,3
0
0

6
,6
0
0

旧
立
川
町

2
,4
0
0

3
,2
6
5

旧
余
目
町

2
,6
0
0

3
,2
5
0

※
第
1
号
被
保

険
者
負
担
率

1
7
%

1
8
%

1
9
%

2
0
%

2
1
%

2
2
%

2
3
%

2
3
%

2
3
%

町
内
事
業
所

の
動
き

■
H
1
2
.4
月
～
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
山
水
園
・
ソ

ラ
ー
ナ
（
短
期
入
所
併

設
）
、
老
人
保
健
施
設
あ

か
ね
・
徳
洲
苑
（
短
期
入
所

併
設
）
、
山
水
園
指
定
訪

問
介
護
事
業
所
、
介
護
セ

ン
タ
ー
ほ
ほ
え
み
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ひ
ま

わ
り
、
余
目
病
院
（
通
所
リ

ハ
ビ
リ
）
、
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
徳
洲
苑
・
ソ
ラ
ー

ナ
・
山
水
園
・
ほ
ほ
え
み

等
、
介
護
保
険
事
業
所
に

移
行
。

■
H
1
2
.1
2
月
～
あ
か
ね
介

護
セ
ン
タ
ー
開
所
。

■
H
1
6
.9
月
～
福
祉
用
具

貸
与
の
指
定
事
業
者
さ
ふ

ら
ん
余
目
店
開
始
。

■
H
1
8
.4
月
～
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
を
庄
内
町

社
会
福
祉
協
議
会
へ
委

託
。

■
H
1
8
.4
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
1
ユ
ニ
ッ

ト
、
ひ
ま
わ
り
の
丘
2
ユ

ニ
ッ
ト
開
所
。

■
H
2
0
.4
月
～
小
規
模
多

機
能
さ
ん
す
い
、
同
年
5
月

～
小
規
模
多
機
能
ほ
な
み

開
所
。

■
H
1
8
.4
月
～
福
祉
用
具

販
売
の
指
定
事
業
者
さ
ふ

ら
ん
余
目
店
開
始
。

■
H
2
2
.4
月
～
小
規
模
多

機
能
さ
く
ら
余
目
、
同
年
1
0

月
～
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ほ

な
み
家
2
ユ
ニ
ッ
ト
開
所
。

■
H
2
2
.1
1
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
1
ユ
ニ
ッ

ト
増
床
。

■
H
2
6
.4
月
～
地
域
密
着

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

ラ
ル
ー
ナ
3
ユ
ニ
ッ
ト
2
9
床

開
所
（
短
期
入
所
併
設
）
。

■
H
2
5
.7
月
～
庄
内
訪
問

介
護
事
業
所
き
ず
な
開

所
。

■
H
2
8
.4
月
～
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
や
ま
ゆ
り
が
地
域
密
着

型
通
所
介
護
へ
移
行
。

H
2
9
.1
0
月
～
定
員
5
名
増

や
し
利
用
定
員
1
5
名
。

■
H
2
7
.4
月
～
住
宅
型
有

料
老
人
ホ
ー
ム
き
ず
な
開

所
。

■
H
2
8
.4
月
～
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
き
ず
な
が
開

所
す
る
が
H
2
9
.5
月
～
休

止
。

■
H
2
9
.4
月
～
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

開
始
に
よ
る
事
業
所
の
新

規
指
定
。

■
H
3
0
.3
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
（
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
）
が
休
止
。

■
H
3
0
.4
月
～
デ
イ
ホ
ー

ム
や
ま
ゆ
り
（
有
料
）
が
休

止
。

■
R
元
.1
1
月
～
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
が
再
開
。

■
R
元
.6
月
末
休
止
し
て
い

た
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

き
ず
な
が
廃
止
。

■
R
元
.9
月
～
庄
内
訪
問

介
護
事
業
所
き
ず
な
が
、

訪
問
介
護
事
業
所
つ
ば
さ

に
変
更
。

■
R
元
.1
0
月
～
ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ
ー
あ
ま
る
め
（
訪

問
介
護
）
が
開
所
。

■
R
2
.3
月
末
山
水
園
指
定

訪
問
介
護
事
業
所
が
廃

止
。

■
R
5
.4
月
～
休
止
し
て
い

た
デ
イ
ホ
ー
ム
や
ま
ゆ
り

（
有
料
）
が
廃
止
。

■
R
6
.3
月
末
、
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
ま
ゆ
り
が
廃
止
。

■
R
6
.4
月
～
山
水
園
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
が
休
止
。

備
考

H
1
7
.7
月
町
村
合
併
。

H
2
3
年
度
末
、
山
形
県
財

政
安
定
化
基
金
か
ら

1
,5
0
0
万
円
借
入
。

■
H
2
5
.4
月
～
地
域
密
着

型
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
指
定
・
指
導
等

が
町
へ
権
限
移
譲
。

■
H
2
7
.4
月
～
地
域
支
援

係
が
新
設
さ
れ
、
包
括
的

支
援
事
業
（
社
会
保
障
充

実
事
業
）
開
始
。

■
H
2
9
.4
月
～
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

開
始
。

■
H
3
0
.4
月
～
市
町
村
特

別
給
付
事
業
創
設
。

■
H
3
0
.4
月
～
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
の
指
定
・
指

導
等
が
町
へ
権
限
移
譲
。

■
R
元
.4
月
～
地
域
支
援

係
の
名
称
を
高
齢
者
支
援

係
に
変
更
。

※
給
付
費
に
占
め
る
負
担
率

平
成
18

年
平
成
19

年
平
成
20

年
平
成
21

年
平
成
22

年
平
成
23

年
平
成
24

年
平
成
25

年
平
成
26

年
平
成
27

年
平
成
28

年
平
成
29

年
平
成
30

年
平
成
31

年
令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

保
健

師
1

1
1

1
1

1
2

2
2

2
2

1
2

2
2

2
2

2
社

会
福

祉
士

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
1

1
1

1
2

2
2

主
任

介
護

支
援

専
門

員
1

1
1

2
2

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

2
2

2
そ

の
他

1
1

2
1

1
2

計
3

3
3

4
4

4
5

5
5

6
6

6
6

6
6

6
6

6
パ

ー
ト

1
1

1
1

3
4

4
4

5
5

5
5

5
6

6
6

6
6

6
6

6
6

余
目

 
 

 
2

2
2

3
3

3
4

4
4

3
3

3
3

3
3

立
川

 
 

 
 

2
2

2
2

2
2

2
2

2
3

3
3

3
3

3

委
託

事
業

所
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
サ

ブ
セ

ン
タ

ー
   

 
※

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ブ
ラ

ン
チ

 
 

 
   

※
2

2
2

2
5

5
5

5
5

5

3
3

3
7

7
7

7
7

7
2

2
2

2
2

2
2

2
2

 
※

1 
サ

ブ
セ

ン
タ

ー
：

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
全

て
の

業
務

を
行

う
支

所
（

＝
現

在
の

立
川

サ
ブ

セ
ン

タ
ー

）
 

平
成
18

年
平
成
19

年
平
成
20

年
平
成
21

年
平
成
22

年
平
成
23

年
平
成
24

年
平
成
25

年
平
成
26

年
平
成
27

年
平
成
28

年
平
成
29

年
平
成
30

年
平
成
31

年
令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

余
目

地
域

4,
87

5
4,

91
7

4,
92

5
4,

97
6

4,
98

8
4,

94
7

4,
97

3
5,

04
7

5,
10

8
5,

26
7

5,
39

8
5,

46
3

5,
55

6
5,

60
3

5,
59

4
5,

59
1

5,
59

2
5,

59
8

立
川

地
域

2,
08

3
2,

08
6

2,
08

1
2,

11
5

2,
11

6
2,

07
0

2,
06

0
2,

07
2

2,
07

4
2,

08
9

2,
09

0
2,

06
7

2,
06

6
2,

06
7

2,
06

6
2,

03
6

2,
03

6
1,

99
9

計
6,
95

8
7,
00

3
7,
00

6
7,
09

1
7,
10

4
7,
01

7
7,
03

3
7,
11

9
7,
18

2
7,
35

6
7,
48

8
7,
53

0
7,
62

2
7,
67

0
7,
66

0
7,
62

7
7,
62

8
7,
59

7
余

目
包

括
3,

78
7

3,
79

8
3,

78
1

3,
91

7
4,

03
9

4,
08

5
5,

26
7

5,
39

9
5,

46
3

4,
11

2
4,

15
9

4,
16

7
4,

16
4

4,
15

8
4,

16
9

立
川

サ
ブ

3,
30

4
3,

30
6

3,
23

6
3,

11
6

3,
08

0
3,

09
7

2,
08

9
2,

08
9

2,
06

7
3,

51
0

3,
51

1
3,

49
3

3,
46

3
3,

47
0

3,
42

8

計
0

0
0

7,
09

1
7,
10

4
7,
01

7
7,
03

3
7,
11

9
7,
18

2
7,
35

6
7,
48

8
7,
53

0
7,
62

2
7,
67

0
7,
66

0
7,
62

7
7,
62

8
7,
59

7
余

目
包

括
1,

89
4

1,
89

9
1,

89
1

1,
30

6
1,

34
6

1,
36

2
1,

31
7

1,
35

0
1,

36
6

1,
37

1
1,

38
6

1,
38

9
1,

38
8

1,
38

6
1,

39
0

立
川

サ
ブ

1,
65

2
1,

65
3

1,
61

8
1,

55
8

1,
54

0
1,

54
9

1,
04

5
1,

04
5

1,
03

4
1,

17
0

1,
17

0
1,

16
4

1,
15

4
1,

15
7

1,
14

3

職
員
担
当
平
均
人
口

2,
31

9
2,
33

4
2,
33

5
1,
77

3
1,
77

6
1,
75

4
1,
40

7
1,
42

4
1,
43

6
1,
22

6
1,
24

8
1,
25

5
1,
27

0
1,
27

8
1,
27

7
1,
27

1
1,
27

1
1,
26

6

余
目
：
1～

3学
区
（
2学

区
は
一
部
）

余
目
：
1～

3学
区

立
川
：
立
川
+4

学
区
、
2学

区
の
一
部

立
川
：
立
川
+4

学
区

第
7期

第
8期

（
各

年
３

月
末

日
現

在
）

第
8期

65
歳
以
上

担
当
人
口

（
人
)

職
員
一
人
当
た

り
担
当
人
口

（
パ
ー
ト
以

外
）
（
人
）

 
※

2 
ブ

ラ
ン

チ
：

住
民

の
利

便
性

を
考

慮
し

て
、

地
域

住
民

か
ら

の
相

談
を

受
け

て
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

つ
な

ぐ
た

め
の

窓
口

機
能

。
 

 
 

 
 

 
（

＝
か

つ
て

、
山

水
園

・
あ

か
ね

・
ソ

ラ
ー

ナ
・

徳
洲

苑
・

ほ
ほ

え
み

の
各

在
宅

介
護

支
援

セ
ン

タ
ー

に
窓

口
業

務
を

委
託

し
て

い
た

）

第
7期

職
 
種

（
人
）

合
計

内
 

訳
（

人
）

相
談
窓
口

（
箇
所
）

相
談
窓
口
計

第
6期

区
分

第
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第
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第
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計画策定の主な経過 
 

年 月 日 内 容 

令和４年９月 

～令和５年３月 
在宅介護実態調査の実施 

令和５年１月１７日 

～２月３日 
庄内町介護予防・日常生活圏域高齢者ニーズ調査の実施 

令和５年９月２１日 保健医療福祉推進員会 諮問、骨子説明、資料提出 

令和５年１０月１８日 

～１１月 
町内居宅介護支援事業所に、ケアマネアンケート実施 

令和５年１２月２１日 保健医療福祉推進委員会 計画素案審議 

令和６年１月１９日 計画答申 

令和６年１月２３日 

～２月２２日 

庄内町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（素案）を

町ホームページに掲載などによるパブリックコメントを実施 

令和６年１月２３日 庄内町議会全員協議会 介護保険料見込について説明 

令和６年２月２９日 庄内町地域包括支援センター運営協議会 

令和６年３月５日 ３月議会で、介護保険条例等の一部改正 可決 

令和６年３月 計画完成 
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計画策定の主な経過 
 

年 月 日 内 容 

令和４年９月 

～令和５年３月 
在宅介護実態調査の実施 

令和５年１月１７日 

～２月３日 
庄内町介護予防・日常生活圏域高齢者ニーズ調査の実施 

令和５年９月２１日 保健医療福祉推進員会 諮問、骨子説明、資料提出 

令和５年１０月１８日 

～１１月 
町内居宅介護支援事業所に、ケアマネアンケート実施 

令和５年１２月２１日 保健医療福祉推進委員会 計画素案審議 

令和６年１月１９日 計画答申 

令和６年１月２３日 

～２月２２日 

庄内町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（素案）を

町ホームページに掲載などによるパブリックコメントを実施 

令和６年１月２３日 庄内町議会全員協議会 介護保険料見込について説明 

令和６年２月２９日 庄内町地域包括支援センター運営協議会 

令和６年３月５日 ３月議会で、介護保険条例等の一部改正 可決 

令和６年３月 計画完成 

 

 

  

 

庄内町保健医療福祉推進委員会委員名簿 
 

選 出 区 分 役 職 名 委員氏名 

医師会、歯科医師会等

医療関係団体の代表者 

酒田地区医師会十全堂代表 医師 菅原 源也 

鶴岡地区歯科医師会代表 歯科医師 齊藤 学 

保健所、福祉事務所等

関係行政機関の代表者 
庄内総合支庁 地域保健福祉課長 菅原 貴久磨 

地区福祉関係団体の 

代表者 

 

庄内町自治会長会 代表 大瀧 儀一 

庄内町民生委員・児童委員協議会 会長 大谷 明子 

庄内町老人クラブ連合会 副会長 菅原 みつ子 

庄内町企業同友会 副会長 佐藤 彰一 

庄内町社会福祉協議会 会長 奥山 賢一 

健康増進関係団体の 

代表者 

庄内町食生活改善推進協議会 会長 工藤 むつ子 

庄内町総合型スポーツクラブ 

コメっち＊わくわくクラブ マネジャー 
髙橋 大輔 

障害者関係団体の 

代表者 

株式会社翔陽会 代表取締役 庄司 武晴 

庄内町障害者相談支援センター 相談支援専門員 伊藤 寛幸 

識見を有する者 

東北公益文科大学 准教授 鎌田 剛 

前副町長 阿部 金彦 

公募により選任された

者 
子育て支援 NPO法人兼民間ワーカー 鈴木 愛 

任期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 
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介護保険法

（平成九年十二月十七日法律第百二十三号） 

（目的）

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介

護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の

管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及

び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険

制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健

医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

（介護保険）

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」

という。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる

とともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ

て、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多

様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われな

ければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合にお

いても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように配慮されなければならない。

（保険者）

第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うも

のとする。

２ 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定める

ところにより、特別会計を設けなければならない。

（国民の努力及び義務）

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身

の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合に

おいても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担す

るものとする。

－以下省略－
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地域包括ケアについて

○ この植木鉢図は、地域包括ケアシステムの５つの構成要素

（住まい・医療・介護・予防・生活支援）が相互に関係しながら、

一体的に提供される姿として図示したものです。

○ 本人の選択が最も重視されるべきであり、本人・家族がどのように心構えを持つかという地

域生活を継続する基礎を皿と捉え、生活の基盤となる「住まい」を植木鉢、その中に満たさ

れた土を「介護予防・生活支援」、専門的なサービスである「医療・看護」「介護・リハビリ

テーション」「保健・福祉」を葉として描いています。

○ 介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され、養分をたっぷりと蓄えた土と

なり、葉として描かれた専門職が効果的に関わり、尊厳ある自分らしい暮らしの実現を支援

しています。

出典：平成 年 月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」
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